
サービスのご利用方法 
（1） まずはケアマネジャーまたは当事業所にご相談ください。 

（2） かかりつけ医師の“診療情報提供書”が必要です。 

（3） 介護保険の場合は、ケアマネジャーの居宅サービス計画が必要です。 

 

ご利用者様 

相談 

ケアマネジャー 

依頼 

当 事 業 所 

 

介護保険証、医療保険被保険者証等の確認 

※サービス期間中も、内容に変更がないか定期的に 

確認させていただきます。変更があった場合はお申し出下さ

い。 

 

かかりつけの医療機関を受診して下さい 

※診療情報提供書をかかりつけ医師に書いてもらって下さい。 

 

当施設担当医により指示書(3 ヶ月)を作成 

※担当医への受診は、当施設送迎にて実施致します 

 

ご契約 

 

訪問リハビリテーション開始 

 

 

訪問開始後 3 ヶ月にご本人様とご家族様、ケアマネジャーと 

相談してサービスの継続か終了を決めます 

 

 


